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弊社の書籍をご利用いただき、有難うございます。 

訂正が出ないようにと努力しておりますが以下の通り、誤りが判明致しました。 

ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが訂正のうえ、ご利用ください。 

ページ 訂正箇所 誤 正 備 考 

第４予想 

Ｈ―１ 

設問３ 

５行目 

た場合の法定法期限 た場合の法定納期限 
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第４予想 

Ｈ－３ 

⒉ 

２行目 

Ａは他にも不動産を保有しいるようだが Ａは他にも不動産を保有しているようだが 
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第４予想 

Ｈ－４ 

設問３ 

３行目 

れた場合、住民はこの れた場合、住人はこの 
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設問２ 

⒊ 

第２順位 保証所得税 150万円 

第３順位 抵当権Ｒ   50万円 

第２順位 保証所得税 100万円 

第３順位 抵当権Ｒ    0万円 
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〔第一問〕 
問２設問１ 
２行目 

長男Ａが相続財産を取得し日 長男Ａが相続財産を取得した日 
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〔第一問〕 
問１⑴③ 
３行目 

ただし、徴収職員は自動車を占有し、 ただし、税務署長は自動車を占有し、 
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問３⑵ 
<所得税①に関して> 

２行目 

相続するＦ不動産の評価額の範囲で 相続するＦ不動産の範囲で 
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〔第一問〕 
問１⑵ 
７行目 

滞納者との間の賃借契約などを解約すること 滞納者との間の賃借契約などを解除すること 
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〔第一問〕 
問２⑴ロ 
２行目 

ことの嫌疑に基づき、国税通則通則法 ことの嫌疑に基づき、国税通則法 
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〔第二問〕 
問１ ⒋ 
13 行目 

－90万円）は物上保証人Ｇに配当されること －90万円）は物上保証人Ｇに交付されること 
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〔第一問〕 
⑶ 

10 行目 

参加差押不動産等に換価の催告をしたにも 参加差押不動産に換価の催告をしたにも 
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問２ 
⒈⑵② 
１行目 

①の財産が他の第三者の権利の目的に ①の財産が第三者の権利の目的に 
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解答編 
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問３ 
３ 

４行目 

限度にして再二次納税義務を負うことになる。 限度にして第二次納税義務を負うことになる。 
2023.7.11 
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